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２月１４日の家保速報でお伝えした堺市内の死亡野鳥（カラ

ス）について、現時点で３羽の高病原性鳥インフルエンザが確定

しました（環境省の検査結果）。 

また、これから渡り鳥の北帰行が本格化し、発生リスクが高まる

シーズンともなります。 

大阪府では、高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの発生防止

に万全を期すため、以下のとおり告示しましたので、緊急消毒をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

毎日健康観察を行い、異常家きんを発見した場合は、 

速やかに家畜保健衛生所へ通報してください 
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家畜伝染病予防法第９条に基づく 
緊急的な消毒の実施について 

 

大阪府告示第 165号 

家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第 9 条の規定により、次の

とおり家畜の所有者に対し、消毒方法を実施することを命ずる。  

 

令和６年２月２０日  

                     大阪府知事 吉村 洋文 

 １ 実施の目的：監視伝染病の発生の予防  

２ 病名、実施の対象となる家畜の種類及び範囲、実施する区域及び実施の方法  

：別表のとおり 

３ 実施の期日：令和６年２月２３日から３月 31日まで  

４ その他：詳細については、家畜保健衛生所長の指示による。 

 別表 

病名 家畜の種類及び範囲 実施する区域 実施の方法 
高病原性鳥インフ
ルエンザ及び 
低病原性鳥インフ

ルエンザ 

鶏、あひる、うずら、きじ、
ほろほろ鳥及び七面鳥
（100 羽以上所有する

者）又は 
だちよう（10羽以上所有
する者） 

 
 
府内全域 

畜舎の存する敷地（畜
舎の周辺及び敷地の境
界線の付近の部分に限

る。）への消石灰等の散
布 

 

大阪府での野鳥における 
鳥インフルエンザ発生状況 

https://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/yaseidoubutu/yachouhpai.html


 

  



 

 

  

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html


 
 


